
別記様式

（上川総合振興局産業振興部林務課）

課等名 補助事業等の名称 補助事業等の概要 補助事業者等の名称 補助金等の額
　　　　　　（円）

摘　　要

株式会社ニチモク林産北
海道

（旭川市）
240,000円

令和５年10月３日交付決定
令和６年４月９日公表

上川北部森づくり協同組
合

(美深町）
845,500円

令和５年10月６日交付決定
令和６年４月９日公表

当麻町森林組合
（当麻町）

1,147,500円
令和５年10月６日交付決定

令和６年４月９日公表

南富良野木材産業株式会
社

（南富良野町）
1,625,000円

令和５年10月６日交付決定
令和６年４月９日公表

下川町森林組合
（下川町）

648,550円
令和５年10月６日交付決定

令和６年４月９日公表

日本製紙木材株式会社北
海道支店旭川営業所

（旭川市）
133,300円

令和５年10月13日交付決定
令和６年４月９日公表

株式会社ニチモク林産北
海道

（旭川市）
1,290,350円

令和５年11月21日交付決定
令和６年４月９日公表

富良野地区森林組合
（富良野市）

1,041,250円
令和６年１月29日交付決定

令和６年４月９日公表

注１　課等ごとに公表する場合は、「課等名」欄は適宜削除して使用すること。
   ２　「補助事業の概要」欄は、補助金等の交付の対象とした事業の内容を簡潔かつ具体的に記載すること。
   ３　「補助事業者等の名称」欄は、補助事業者等の名称及び所在する市町村名を記載すること。
   ４　「摘要」欄には、補助金等の交付決定日及びこの様式による補助金等の交付の内容の公表日を記載するほか、公表した内容を修正したときは、
　　　その修正内容（箇所）について記載すること。
　　　　なお、内容を修正した場合でも、公表期間は当初の公表をした日から１年間とする。

令和５年度補助金等交付一覧

産業振興部
林務課

北海道スマート林業機器導入促進
事業

人工林資源が利用期を迎え、森林資源の循環利用の推
進が求められる中、林業の担い手不足等の問題解決に
向けて、ICT等の先進的な技術を活用した機器による
林業の生産性の向上を図るため、予算の範囲内におい
て、補助事業者が行うスマート林業機器の導入に必要
な経費を支援することにより、スマート林業の地域実
装を推進する。


